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登別商工会議所新型コロナワクチン職域接種について 
 

 

接種日に不備があった際は、接種を受けられないことがあります。 

案内時に送付した実施要項とともに、 

事務担当者及び接種を受ける方は必ずご一読ください。 

職域接種を円滑に進めるため、皆様のご協力をお願いします。 

 

 

１ 接種対象者 

（１）当商工会議所が指定した人数で、１８歳以上かつ原則として５５歳未満の方 

※ ５５歳以上の方も本職域接種は受けられますが、自治体の接種と重複して受

けられませんので、ご確認ください。 

（２）当商工会議所職域接種で２回の接種が可能な方 

 

２ 使用するワクチン 

武田／モデルナ製ワクチン（COVID-19ワクチンモデルナ筋注） 

※ ワクチンについての詳細は、下記ＵＲＬ又は右のＱＲコードか

らご覧ください。  

■厚生労働省（武田／モデルナ社の新型コロナワクチンについて） 
 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_moderna.html 

 

３ 当日持参物（忘れ物がある場合は、接種は受けられません。） 

（１）新型コロナワクチン接種の予診票 

（２）本人確認書類（身分証明書） 

（免許証又はマイナンバーカード等、住所等が確認できるもの） 

  ※ 本人確認等が出来ない場合は、接種を受けられません。 

（３）筆記用具（フリクションボールペン等は使用できません） 

（４）接種券（※送付されている方のみ）又は接種記録書（１回目接種時に接種券

の無い方にお渡しします。２回目に必ずご持参ください） 

（５）お薬手帳（※現在服薬している方のみ） 

 

４ 接種会場 

登別地方高等職業訓練校 体育館 

〒059-0027 登別市青葉町 42番地 13（道南バス若山営業所さん向かい） 

※ 接種会場へのお問い合わせは、くれぐれもご遠慮ください。 

※ 接種会場では、職業訓練や授業を行っています。訓練等の妨げにならないよ

うご協力をお願いします。 

 

５ 接種会場への入場方法及び駐車場等 

（１）入場方法について 

登別市職業訓練センター体育館の入口から入場していただきます。 

※ 正面玄関や通用口は、使用できません。 

（２）駐車場について 
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駐車場は、登別地方高等職業訓練校体育館裏の駐車スペースをご利用くださ

い。（※別紙会場図参照） 

 

６ 予診票について 

  予診票は、毎回接種ごとに必要です。 

送付したものをご利用いただき、接種者があらかじめ必要事項をご記入ください。 

（１）記入事項について 

住所は、住民登録されているものと同様に正確にご記入ください。 

予診票の裏面に必ず、社名を記入又は押印してください。 

※ 鉛筆やフリクションボールペン（消せるもの）は使用せず、枠内に通常のボ

ールペン等で記入してください。 

（２）予診票の印刷について 

用紙が不足する場合は、等倍にて両面コピーをしてください。 

当商工会議所ホームページ（http://www.noboribetsu.cci.or.jp/）からダウン 

ロードも可能です。また、メールへの添付も可能ですので、ご用命ください。 

※ 印刷する場合は、カスタム印刷を選択し、等倍（100％）で両面印刷をし、

上下左右の「■」が鮮明に表示されるようにコピー又は印刷をしてください。 
 

 

７ 接種券について 

  接種券は、住民登録している自治体から順次送付されています。 

ワクチン接種後に自治体から接種券が届いた場合は、事務担当者が全員分を取り

まとめて、登別商工会議所に提出してください。 

  接種券を紛失した場合は、直ちに住民登録をしている自治体に、再発行の依頼を

してください。 

なお、ご提出いただけない場合は、接種料金の実費相当額（2,277 円）のご負担

をしていただきますので、予めご了承ください。 

 

８ 留意事項 

（１）ワクチンの廃棄を防止するため、当日を含めて接種人数等の変更やキャンセ

ルにつきましては、原則としてお受けできませんので、ご了承ください。 

 

（２）事務担当者は、あらかじめ本人確認書類と照合した上で、予診票の記載内容

の確認をお願いします。 

 

（３）感染拡大を防止するため、接種会場ではマスクの着用及び手指消毒にご協力

ください。 

 

（４）接種箇所は、肩に近い箇所です。接種を円滑に行うため、肩の出しやすい服

装でお越しください。 

 

（５）体調不良や医師の問診や診察の結果、接種が出来ないことがありますので、

予めご了承ください。 

 

（６）円滑な運営を進めるため、接種会場では、スタッフの指示に従ってください。 
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（７）接種当日は、お時間に余裕をもってお越しください。接種時間に遅刻した場

合は、接種の権利を喪失します。また、別の日程に変更することはできません。 

 

（８）職域接種に関する情報は、ホームページからご覧いただけます。 

■厚生労働省「職域接種に関するお知らせ」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_shokuiki.html 
 

９ その他 

ご不明な点は、当商工会議所の担当窓口まで遠慮なくお問い合わせください。 

 

 

 

【本件担当】 

登別商工会議所総務課 

新型コロナワクチン職域接種担当 

〒059-0012  登別市中央町５丁目６番地１ 

登別商工会議所会館 

電話番号  ０１４３－８５－１０２０  

当日連絡先 ０９０－６４４７－６１３４ 

ＵＲＬ http://www.noboribetsu.cci.or.jp/  

Ｅメール covid-19@noboribetsu.cci.or.jp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


